
 

 

 

令和８年度田野町会計年度任用職員を募集します。 

 

１．会計年度任用職員とは 

地方公務員法に基づき任用される非常勤職員です。採用されると地方公務員となり、服務規程（職

務専念義務や守秘義務等）が適用されます。 

 

２．募集する職種等 道路等作業員（道路等の草刈り、清掃作業等） 

 

３．採用予定人数    １名 

 

４．応募資格 

 （１）地方公務員法第１６条の次の事項に該当しない方 

・拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるま

での者 

・田野町職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊する

ことを主張する政党その他団体を結成し、又はこれに加入した者 

 

５．応募方法 

 （１）受付期間 令和８年６月２９日（月）から令和８年７月１５日（水） 

    ※平日午前８時３０分から午後５時１５分 

    ※郵送の場合は、７月１５日（水）必着 

 （２）提出書類 田野町会計年度任用職員任用申込書 

※申込書は田野町役場産業建設課で配布 

（田野町ホームページからもダウンロード可能） 

（３）提出先  〒781-6410 高知県安芸郡田野町 1828-5 田野町役場産業建設課 

 

６．選考方法等 

（１）選考方法 書類選考（場合によって面接有り） 

（２）面接  別途調整（※詳細については申込者に個別にお知らせします。） 

（３）合否通知 別途調整 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年度田野町会計年度任用職員募集のお知らせ 



 

 

 

７．雇用条件   

（１）任用期間     令和８年８月１日から令和９年３月３１日 

（２）勤務日      月曜日から金曜日 

（３）勤務時間     午前８時３０分から午後５時１５分のうち７時間 

（４）休日及び休暇   土日、国民の祝日、年末年始 

            ※規則に基づき別途休暇が付与される場合があります。（年次有給休暇、 

夏季休暇等） 

 （５）給与等      月額 １８０，９１６円 ～ 

             期末勤勉手当、通勤手当等は条例等に基づき支給します。 

 （６）社会保険等    健康保険、厚生年金及び雇用保険、労災保険適用 

 （７）資格・要件    普通自動車免許（ＡＴ限定不可）、 満６５歳未満の方 

 

８．お問い合わせ先 〒781-6410 高知県安芸郡田野町 1828-5 

田野町役場産業建設課 0887-38-2813 

令和８年度田野町会計年度任用職員募集のお知らせ 


